
厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

大島九州男氏（民進）

問1 給付型奨学金制度倉ﾘ設の経緯如何。

(答）

1 ．今回の給付型奨学金は、 「一億総活躍社会」の実現に

回旦迄篁臺政鐘として、昨年閣議決定した｢ニッポンー
億総活躍プラン」に盛り込まれ、また、 「未来への投資

を実現する経済対策」において、 「平成29年度予算編成

過程を通じて制度内容について結論を得、実現する」と

の方針が示されました。

2． これを受け、文部科学騨省内でも検討チームを設置し、

有識者の参画も得ながら半年に渡り議論を重ね、また与
党内での御議論も踏まえ、制度設計を行いました。その

結果として、大変厳しい財政状況の中にありながら、関

係者の後押しをいただき､昨年末の予算編成過程の中で、

大臣折衝を経て、我が国として初めての返還不要の給付
型奨学金の創設に至ったものです。

S. この給付型奨学金と、同時に大幅に拡充する無利子奨

学金とを併せて活用することによって、経済的に困難な

状況にある子供たちの進学を大きく後押しできるものと

考えております。



（参考1） 「給付型奨学金制度検討チーム」開催状況

第1回（7月4日）検討チームの設置、これまでの議論について確認

第2回（8月9日）給付額、対象者、選定方法等について具体的に議論

→8月31日 「これまでの議論の整理」公表

第3回（9月29日)NPO法人キツズドア渡辺理事長からのヒアリング

第4回（10月20日）奨学金の施策効果、家計基準、学力基準について具体的に議論

第5回（11月7日）学生等からのヒアリング

第6回（11月21日）学生生活費の状況や給付の方式について議論

第7回（12月8日）制度設計全体について最終的な議論

→12月19日 「議論のまとめ」公表

（参考2）給付型奨学金創設までの経緯

28年1月～第190回国会において、給付型奨学金の必要性につき多くの議論がなされる

4月自民党及び公明党それぞれから「ニッポンー億総活躍プラン」策定に係る提言

6月 「ニッポンー億総活躍プラン」閣議決定

7月参院選に向けた各党の公約に給付型奨学金創設が盛り込まれる

8月 「未来への投資を実現する経済対策」閣議決定

11月自民党及び公明党が合同で給付型奨学金の制度設計について総理に提言

12月平成29年度予算政府案において給付型奨学金の創設を決定

（参考3）給付型奨学金に係る閣議決定文書（抜粋）

○ニッポンー億総活躍プラン（平成28年6月2日閣議決定）

「給付型奨学金については､世代内の公平性や財源などの課題を踏まえ創設に向けて検討を進

め、本当に厳しい状況にある子供たちへの給付型支援の拡充を図る°」

○未来への投資を実現する経済対策（平成28年8月2日閣議決定）

「給付型奨学金については、平成29年度（2017年度）予算編成過程を通じて制度内容につ

いて結論を得、実現する。 」

（参考4）民主党政権下（平成24年度）における給付型奨学金に係る概算要求の内容

○要求額： 143億円

○趣旨：経済的に困窮する学生等が就学を断念することがないよう、修学に必要な経費を

支援するため、無利子の奨学金のみでは修学が困難な者に対して、給付型の奨学

金を支給する。

○対象：大学院も含めた在学者のうち、年収300万円以下世帯の学生であって成績優秀

(評定平均値4.3以上）な者（約2万人）

○給付額：学校種に応じ、月額3～8万円

○要求結果：必要な予算措置がなされず、政府予算案を編成する過程で認められなかった。
口

【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長井上諭一(内線)| ｣(直通） | (携帯)’



｜対政府参考人｜
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

大島九州男氏（民進）

問2給付型奨学金の給付月額及び事業規模についての考え
方如何。

(答）

1 ．給付額については、学生生活費の実態を踏まえ、国公私
立といった進学先や、 自宅・自宅外といった通学形態の違
い、また対象とならない世帯との公平性等を考盧の上、月
額2万円から4万円と設定しております。

2．給付型奨学金と併せ、来年度より大幅に拡充する無利子
奨学金を活用いただくことにより、おおむね必要な学生生
活費を賄うことができると試算しております。

（参考）学生生活費の状況

譲鍵鶏議議識蕊蕊蕊鍵灘蕊蕊篝鍵灘議鍵
蔭鍵瀧蕊蝋::い- 94,000 25,000 '',000 21,0001
鐵鑿蕊謹議蕊蕊； 133,000 25,000 12,00025,00025,000 12,000 51,000

瀧鱸篝議蕊蕊: ： 93,000 29,000 8,000 25,000

溌蕊篭蕊蕊謹: . 131,000 32,000 ･ 10,000 43,000
…133,000 32,000 14,000 48,000
譲鰯鐵鑿鱈蕊蕊 173,000 30,000 14"000 78,000

出典：学生生活調盃（大学昼間部・年収200万円未満世帯の過去3回分の平均値）
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3．対象については、経済的に厳しい世帯の生徒の進学を後

押しする観点から、現在の小中高等学校で行われている給

付型支援制度で基準として広く用いられている、住民税非

課税世帯を対象とすることとしており、また、給付型奨学

金を支給するのにふさわしい学生を対象にするという観点

無利子奨学金よりも高い学力・資質基準を課すことから、

とし、 対象規模は－学年あたり2万人としております。

(参考）非課税世帯生徒数 1 5． 9万人（高校生等奨学給付金支給実綱）

うち、大学等進学者数 6． 1万人(JASSO学生生活調査に基づく推計）

うち、奨学金貸与数（無利子+有利子） 4． 5万人（平成27年度貸与実績）

うち、無利子奨学金貸与者数 2． 5万人（同上）

給付型奨学金支給者数 2万人

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)’ ｜ (携帯)’



「葡爾府蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

大島九州男氏（民進）

問3客学校における給付型奨学金の選考基準及び選考方法
について、公平性はどのように担保されているのか。

（答）
1 ．給付型奨学金制度を安定的に運用するため、推薦基準の
内容や推薦の手続きについて、公平性や透明性を確保する

ことは重要です。

2．各高校で定める推薦基準については、それぞれの教育目
標に照らして策定されますが、－定の統一性を確保するた
め、 日本学生支援機構において推薦基準策定のためのガイ
Fラインを提示することとしています。

3． また、各高校等において定める推薦基準は公表するよう

求めることが適当と考えており、推薦者の選考に当たって

は、

①選考結果の信頼性に疑義が生じないよう、管理職及び

担任以外の教員等を含めた複数名による選考体制を敷

＜ことや

関する共通の理解をもって選考にあたる②推薦基準に
一
」

とができるような取組
一

が必要と考えています。

4．高校及び日本学生支援機構と連携を密にし、公平性・透
明性が適切に確保されるよう努めてまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)U ロ (携帯)■■■■■



厨雨蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

大島九州男氏（民進）

問4奨学金の返還困難者への救済措置について、具体的に

どのような制度があるのか。

（答）

1 ．様々な事情により、卒業後、厳しい経済状況に置かれ、

奨学金の返還が困難な方に対しては、従来から、返還期限

しています。

後の本人の年収が300万円卒舅2．返還期限猶予制度は、

以下の場合、申請により返還の期限を猶予するものであり、
諾11 1陥

年に延長する制度の改正を行ったところです。

3． また、 ．このうち無利子奨学金の申請時に家計支持者の年
収が300万円以下の方については、申請により無期限に

猶予を可能としているところです。

4．減額返還制度は、経済的理由により返還が困難になって

いる者のうち、毎月の返還額を減額すれば返還可能となる

者について、

し、返壼期I返還期間を延長することにより返還者の負担軽減を図

るものです。

5． また、現在、返還月額を二分の一から例えば三分の一に

減額し、より長い期間をかけて返厘できる制度へ拡充する

ことを検討しています。

阪貢房~画1



6．一方、泙成29年度から、卒業後の所得に返還月額が連
動する、新たな所得連動返還型奨学金制度を無利子奨学金

に導入することとしております。これにより、童邉皇遮上』

いたします。り、返還負担を大幅に軽減

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■■



厩孟画
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

大島九州男氏（民進）

（答）
1 ．本制度は、「頑張った者が報われる」制度となるよ

ー守一一 、

あるたタ
■ 9クヒーー ー』

軍の舅解加ｲ#

う、学生等の努力を促す観点が重要であるとともに、童
与型奨学金以上に説明責任が問われるものであることか
ら、学業に励まず学業成績が著しく不良となった者や学

■ﾛ■■■■■

生としてふさわしくない行為を行った者については、返
一

還を求めることができることとしております。

2．なお、 「学業成績が著しく不良」となった場合にも、
それに至った事情は福 々であると考えられることから、

返還を求めるかどうかの判断にあたっては、当該事情も
十分に踏まえた上で、必要に応じて返還を求めるような

運用が行われることが重要であると考えております。

※政党な理由があると認められ、返還を求めない場合の例

・交通事故等に巻き込まれて、大学への通学ができなかったような場合

・親の介護等に従事する必要があり、大学への通学ができなかったような場合

（参考）法律案抜粋

（学資支給金の返還）

第十七条の三機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに

至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学
資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

－学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

学生畠 たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
一
一

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通) ’ ロ (携帯)■■■■

1



厨天国
平成29年3月30日 （木）参・文教科学委員会

大島九州男氏（民進）

（答）
1 ．意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を
断念することがないよう、安心して学ぶことができる環
境を整備するため、学生の経済的負担軽減を図ることは

ヨ”】牙

季〃ｰ、 JIDMU-』

生の教育費
の高等教實
決童如ｲ可。

f|階0〕劉苣

重要と認識しております。
■■■■■■■■■■■■■■

2． このため、文部科学省では、これまでも授業料減免の

充実や奨学金制度の充実に努めてまいりました。

3．平成29年度予算においては、給付型奨学金の創設に
加え、より一層授業料減免の充実を図るとともに、無利
子奨学金について､住民税非課税世帯の子供たちに係る
成績基準を実質的に撤廃し、また残存適格者を解消し、
必要とする全ての学生が無利子の奨学金を受けられるよ

うにすることとしました。加えて、返還負担を大幅に軽
減する所得連動返還型奨学金制度を導入することとして
おります。

4．今後とも、高等教育の負担軽減を進めるべく、必要な
財源を確保しつつ、 しっかりと取り組んでまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)-(携帯)■■■■■■

1

I



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問1 今回の法改正は評価する一方で、本格実施時の対
象規模が2万人では不十分と考えるが、大臣の見解如
何。

一

(答）
1 ．給付型奨学金については、教育的な観点及び働く者の
理解を得るとの観点から、学生の努力を促す制度とする
ことが重要です。また、貸与型の奨学金以上に説明責任
が求められるものであることから、一定の学力・資質を
考盧の上、対象者を選定することが適当と考えます。

2．住民税非課税世帯の大学等進学者は6万人程度と想定
しておりますが、そのうち、給付型奨学金を支給するの
にふさわしい学生を対象にするという観点から、無利子

奨学金よりも高い学力。資質基準を課すこととし、 2万
一

人を対象としております。
－

3．一方、来年度からは、授業料減免の一層の充実や、無
利子奨学金について住民税非課税世帯の子供たちに係る
成績基準を実質的に撤廃するとともに、残存適格者を解
消することとしております。加えて、所得に応じて返還
月額が変動することにより、返還負担を大幅に軽減する
所得連動返還型奨学金制度を導入することとしておりま
す。

4． これら一連の施策を一体的に進めることにより、確実
一

に子供の進学を後押しすることができると考えておりま
す。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線） （直通) ’ ｜ (携帯)[－－Ⅷ

1



岡天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問2給付規模はまずは非課税世帯の6万人を目指す
べきと考えるが、大臣の見解如何。

ー

(答）
1 ．給付型奨学金については、まずは制度を当面安定的に
運用し、定着を図ることで進学の後押し効果を十分に発
揮することが重要です。
－

2．なお、住民税非課税世帯の子供たちについては、無利
子奨学金の成績基準を実質的に撤廃したことにより、必
要とする全ての方が無利子奨学金を受けることが可能と
なりました。また、新たに導入される所得連動返還型奨
学金制度も利用することができますので、給付型奨学金
の支給を受けない方についても、大きく負担が軽減され
るものと考えております。
一

（参考）

住民税非課税世帯進学者（1学年あたり） ：6． 1万人

うち学生支援機構奨学金貸与者：4． 5万人（無利子：2． 5万人、有利子： 2万人）

（平成27年度実績）

【担当課長】高等教育局学生‘留学生課長井上諭一(内線)l -l (直通) ｜ ｜ (携帯)'二一

1



厨蔽諺吾刀
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（維新）

問4給付型奨学金における学力・資質要件はどのような基準

を設定するのか｡．

(答）

1 ．給付型奨学金の対象者は、各学校において、当該学校における

様々な学習活動等の成果を踏まえて学力・資質等が評価され、推

薦されることとなります。このため、各学校において、それぞれ

の教育目標を踏まえた推薦の基準を定めていただくこととしてい

ます。
●■■■■■■■■■■■■■

、各学校が推薦基準を策定するにあたっての指針として、 日本学

生支援機構から「ガイドライン」をお示しすることとしておりま

2

す。

その内容については、各学校において、奨学生としてふさわし

い者の推薦が円滑に行われるよう、推薦基準の策定等に関する基

しております。

唖
1

配殿



3．文部科学省の給付型奨学金制度検討チームの『議論のまとめ」

では、推薦基準のうち、学力及び資質に関するものについて、

を収めている者

② ノ】誠

青目標に照らして概ね満足できる学習成績を収めている者

を掲げるとともに、推薦にあたっては、

①進学の意欲や目的、進学後の人生設計に関するレポート等の

註煙や、

②高校生活全体の中で課題を克服した経験など生徒の成長過程

に着貝すること

について留意することとされております。

4．今後、 「議論のまとめ」や本国会での審議等を踏まえ、学校現

してまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭_(内線） （直通)Ⅱ ロ (携帯)■■■■

2



厨頭丙琴署刀
平成29年3月30日（水） 参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問5 家計が厳しい家庭では学習環境が整わず成績を上げ

るのは困難であり、そうした者が教科以外の生徒会活動や

ボランティアで優れた成果を上げた場合には､教科の成績

基準は問わなくても良いのではないか。

（答）

1 ．給付型奨学金については、学生の努力を促す制度とする

ことが重要であり、また貸与型の奨学金以上に説明責任が

求められることから、学習成績についても一定の水準を設

け、対象者を選定することが適当と考えております。

2． ご指摘の生徒会活動やボランティアに関する活動で優れ

た成果を収めた生徒は、ガイドラインで示す予定の学力・資

質に関する要件のうち、

・教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、 教科の

学習で概ね満足できる成績を収めていること

に該当するものと想定されます。

3． こうした生徒の学習成績については、調査書に記入され

る学校成績概評がおおむね「B｣に該当する場合を想定して

おりますが、具体的な基準については、今後示す予定のガ

イドラインを踏まえ、各学校で定める取扱いとすることを

考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯)ロ



厨天国
平成29年3月30日 （木）参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

露 罰
■二重Ｆ

釜α

で賃
吟〃

篶邑

'' 11F

(答）

、現在でも貸与型奨学金の予約採用においては、高校に

推薦の業務を行っていただいているところです。

給付型奨学金制度の実施に当たっては、新たに給付奨

学生候補者の推薦基準を作成していただくとともに、推

薦に係る業務が発生することとなりますが、貸与型奨学

1

金の予約採用と同様のスケジュールで行うことで、家計
基準や学力・資質基準の確認などを貸与型奨学金の業務
を併せて行うことができるようにするなど、高校等の業

務負担が過大とならないよう配慮することを予定してい

ます･

(参考1）予約採用スケジュール（現行の貸与型奨学金）

4月上旬 推薦依頼文・奨学金案内等を各高校等へ発送

5月中旬 申込受付開始

7月中下旬各高校等からの推薦期限

10月下旬 決定（不採用）通知発送

(参考2）各高校等からの推薦人数（規模感）

○貸与型第一種（無利子） 16． 3万人（平成27年度進学者実績）

第二種（有利子） 24． 1万人（同上）

○給付型 約2万人（平成30年度本格実施時）

高校生等奨学給付金の手続きにおいて
■

2． また、同 は校で 、
‐

非課税証明書の徴収等を行っており、今回の給付型奨学金

の推薦においても、同様に手続きを進めていただくことが

出来ると考えております。

卿］

1



3．引き続き、生徒等に対する周知資料や教職員用説明資料

の作成・送付、スカラシップ・アドバイザーの派遣等によ

り、新制度の円滑な実施及び学校の事務負担軽減に努めて

まいります。

(参考3）スカラシップ・アドバイザーについて
大学等への進学のための資金計画について、返還を含めた適正な奨学金の利用へ（
進するため、スカラシップ・アドバイザーを養成し、全国の高等学校等へ派遣する。

返還を含めた適正な奨学金の利用への理解を促

平成29年度予算 (延べ2,600人）

■■■値通)’ | (淵【担当課長】高等教育局学生‘留学生課長井上 諭一（内線）

2



厨天国
平成29年3月30B (木）参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問7 国立大学で授業料免除を受ける場合に給付額を減
額することとなると、せっかくの制度の恩恵が受けら
れなくなる。給付額の減額を再考すべきと考えるが、
大臣の見解如何。

－ー一

(答）

1 ．高等教育における教育費負担の軽減については、従来

から、奨学金制度のほか、 「授業料免除」などの各種支

援方策を組み合わせながら、総合的に施策を講じてきた

ところです。

2．国立大学においては、国費によって授業料減免制度が

整備されており、授業料免除の対象となる学生に対して
－

は、実質的に月額4． 5万円相当の給付的支援が行われ

ることとなります。

(注）国立大学の学部授業料標準額：535， 800円（月額に換算すると4． 5万円）

3． このことから、私立大学に通う方との公平性の観点も

踏まえ、国立大学において授業料免除を受けた学生につ

いては、給付型奨学金の支給額を調整することを検討し

ています。

4その上で、給付型奨学金の対象者が国立大学に進学し

た場合には、授業料の全額免除を行う取り扱いとし、そ

のことが進学前の段階であらかじめ予見できるようにす

ることで、進学の後押しを図ってまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■ (直通）

1



ー －－

’
問7更問①具体的な調整額如何。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(答）

1 ．学生生活の状況を踏まえるとともに、授業料免除により

月額4． 5万円相当の支援がなされることを考盧し、

2．具体的には、

①亘皇生については月額2万円のところ支給しないこと
とし、

②自宅外生については月額3万円のところ月額2万円と

することを検討しています。
－

(参考）国立大学の授業料免除額と給付額の比較

国立大学授業料標準額 : 535, 800円／年

国立大学・自宅生給付額：240， 000円／年

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■(直通) ’ ’ ■■■■(携帯）

|更間あり｜

2
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｢一

問7更問②私立大学と公立大学も同じように国費が投
入されているが、授業料免除者に対する給付の減額を
行わないのか。 ’
(答）

1 ．私立大学における授業料減免への支援は、各大学が実施

した減免額の2分の1を国から補助する制度となっていま

す。その上で、減免額は各大学によってばらつきがあり、

また、私学助成の対象となる授業料減免を行っていない大

学については、国費は投入されておりません。

(参考） 平成28年度私立大学等経常費補助金における授業料減免等支援

私立大学931校中、 541校

2．また、公立大学における授業料減免については、地方財

政措置を通じて国からの支援を実施していますが、各地方

自治体の実情により、財源は一概に国費によるものとは判

断できない仕組みとなっています。

3． こうしたことから、授業料減免が国費による支援により

賄われている国立大学とは状況が異なるため、公私立大学

の学生について給付額の減額の調整を行うことは適当では

ないと考えています。
－

【担当課長】高熱育局学生群生課長井上諭-(内線)Ⅱ 値通) ’ | (携帯)’

3



「寿薮雨蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問8 日本学生支援機構の過去5年間の人員（正規職員、
非正規職員別）の推移はどのようになっているか。

（答）

1 ． 日本学生支援機構の職員数については、最近5年間の傾
向としては、常勤職員、非常勤職員ともに増加傾向にあり
ます。

2．具体的には、

①常勤職員については、
平成24年度は479人であるのに対し、

平成28年度は5 人、

②非常勤職員については、
平成24年度は296人であるのに対し、

平成28年度は303人、
③常勤職員・非常勤職員の合計については、
平成24年度は775人であるのに対し、

平成28年度は806人
となっております。

(参考） 日本学生支援機構職員数（常勤職員、非常勤職員）の推移（4月1日現在）

(単位：人）

【担当課長】高等教育局学生.留学生課長井上諭-(内線)■■■(直通)-(携帯)■■■■■
便~問~あ~U1

常勤職員数 非常勤職員数 合計

平成24年度 479 296 775

平成25年度 480 285 765 ．

平成26年度 489 288 777

平成27年度 484 305 789

平成28年度 503 303 806



更問奨学金に関わる職員の推移はどのようになってい
るか。

（答）

1 ．奨学金事業に関わる職員数については、奨学金貸与事業
関係部門及び企画・総務・システム担当等の管理部門をあ
わせ、最近5年間の傾向としては、 5年の期間で増減※があ
るものの、常勤職員、非常勤職員ともにほぼ横ばい傾向に
あります。

※業務効率化の観点からの外部委託による減及び業務量拡大による増を踏まえ

た人員配置が適切になされている。

2．具体的には、

①常勤職員については、
平成24年度は36 9人であるのに対し、

平成28年度は371人、

②非常勤職員については、
平成24年度は1 6 3人であるのに対し、

平成28年度は1 60人、
③常勤職員・非常勤職員の合計については、
平成24年度は532人であるのに対し、

平成28年度は531人

となっております。

(参考） 日本学生支援機構の奨学金に関わる職員数（常勤職員、非常勤職員）の推移

（4月1日現在）

(単位：人）

※管理部門の職員数を含む

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■(携帯)■■■■■

常勤職員数 非常勤職員数 I 合計
平成24年度 369 1 63 ’ 532
平成25年度 366 1 51 I 51 7

平成26年度 36 1 1 58 I 51 9

平成27年度 352 1 57 I 509
平成28年度 371 1 60 I 53 1



阿天園
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問9給付型奨学金のみならず、所得連動返還型制度な
ど新たな制度が導入され、 日本学生支援機構の現場の
業務負担が重くなっていると聞く。正規職員が減少傾
向にあると聞いており、機構の事務負担増に対する条
件整備が必要と考えるが、大臣の見解如何。

(答）
1 ． 日本学生支援機構の体制については、平成29年度から
給付型奨学金を含む新たな奨学金制度を円滑に実施でき
るよう、平成29年度宇算『三おいて、必要な経費を計上し
ているところです。

2．具体的には、日本学生支援機構において業務を行う職員
を増員し、新しい制度に対応する担当者を配置するととも
に、システムの改修等、必要な基盤を整備することとして
おります。

(参考）平成29年度予算で6人増

3． 日本学生支援機構の人員は、過去5年間を見るとむしろ
増加傾向にありますが、増加する多様な業務に対応すべ
く、業務に係る責任や専門性に応じ、適切な人員配置がな
されるよう努めているところです。

4．新たに導入される制度も含め、行うべき業務に十分対応
一

できるような体制をしっかりと整えてまいります。

(参考）新制度開始に係る経費について（平成29年度予算）



(参考）奨学金事業に係る業務について

【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長井上諭一(内線)■■値通)|[一－－|| (携帯)■■■■



厨頭府蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

問10 日本学生支援機構での相談体制について、電話
がつながりにくいとの話を聞いたが、改善したのか、

現状と取り組み状況如何。

（答）

1 ． 日本学生支援機構においては、延滞の防止や早期解決を
促進するため、返還相談センターを設置し、返還が困難な
方からの相談に対して、返還方法や救済策について案内し
ております。

2．奨学生等からの問い合わせに対する応答について改善の
ため、オペレーターを増員するとともに継続的な研修を重

ねており、また、ホームページの内容を充実し、一般的な

内容であればホームページを見ていただくことで対応でき
るようにしております。この結果、応答率は平成23年度

の89％から平成28年度の93％へとおおむね改善傾向
にあります。

3． また、給付型奨学金を含む新たな奨学金制度について、
一般の方からの問い合わせに適切に対応するため、平成2

8年1 2月28日から相談窓口を設置しております。

4．具体的には、 日本学生支援機構において奨学金業務を行

う職員が直接相談に応じる体制を整え、専用の電話回線を

しております。設置し、
』
、
一
一

H寺0〕

5．今後とも、奨学金制度の適切な周知が十分に行われるよ

う、相談体制の整備に努めてまいります。

〃
卓
亭



(参考）

’【担当課長】高等教育局学生｡留学生課長井上諭一(内線) ｜ ｜ (直通)I ｜ (携帯)■■■■■■



平成29年3月30日 （木）参・文教科学委員会函天国
斎藤嘉隆氏（民進）

問1 1 無利子奨学金の貸与額について、無利子だけで
足りない学生は有利子と併用している場合もあるが、
無利子を基本とするのであれば、この際無利子奨学金
の貸与上限額を再考すべきと考えるが、大臣の見解如
何。

(答）
1 ． これまで無利子奨学金の貸与月額は、大学の授業料や
学生の生活費等を踏まえて見直してきたところです。

誇篝議停鍔器
いこと、

であること
わないこととしまし

土I士 に

か
た

0

2．平成29年度予算においては、給付型奨学金の創設に
加えて、まずは残存適格者を解消するなど、無利子奨学
金の対象者の大幅万 薗葛言ととしました。

．引き続き、
と進め、給付
零あ筬果も十等の成果も十

3

分に把握・検証し、財源を確保しつつ、更
なる教育費負担軽減について必要な検討を行ってまいり
ます。

(参考）年間学生生活調査の推移

（出典： 「平成26年度学生生活調査」日本学生支援機構調べ）

胆当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■値通） ｜ (締)■(携帯)■■■■■■

1

区分 平成22年度 平成24年度 平成26年度

大学昼間部 183万円 188万円 186万円

短期大学昼間部 159万円 165万円 158万円

大学院修士課程 173万円 174万円 175万円



「狩面肩蓼罰］
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

2延滞金の賦諒

5、あるいは過去1

LId，， 1ﾂﾘ八

時の延滞金
向'十仇椛饒

カロイI

（答）

1 ．延滞金については、

①期日どおりに返還するよう促すこと、また、

②期日どおりに返還している者との公平性

から課しているものですが、経済的に困難な返還者の負担

成26年4月以降に発生する延滞金のを軽減するため、

賦課率を1 0％ヌ0％か

、B〃

ら5％へ引き下げたところです。

2． また、平成26年4月より前に発生した延滞金について

賦課率を5％に引き下げることについては、既に1 0％の

賦課率で延滞金を支払った返還者との公平性の観点から困

難であると考えております。
一

3．なお、現在延滞状況にあり、経済困難などによって特に

返還が困難な方については、平成26年度から、過去の延

滞を据え置いたまま返還期限を猶予できる「延滞据置猶予」

の利用を可能としております。

4．更なる賦課率の引下げや、延滞に陥っている方向けの新

たな施策については、まずは、 これまでに導入してきた返

還負担軽減策や賦課率の低減といった措置の効果の検証か

ら行ってまいりたいと考えております。

灰貢房~画1



5．奨学金の返還に際しては、長期に渡って延滞に陥らない

ことが重要であり、延滞初期段階での返還促進や返還困難

時の救済措置の案内により、延滞の防止・解消に努めてま

いりたいと考えております｡
－

(僻)■■■■■■■■■【担当課長】高等教育局学生，留学生課長井上諭一（内綴)■■（直通）

鉾

‐

厩万引



更問1 延滞金は廃止すべきではないか。

（答）

1 ．延滞金については、

①期日どおりに返還するよう促すこと、また、

②期日どおりに返]墨している者との公平性

から課しているものであり、廃止は困難です。

なお、平成26年4月以降に発生する延滞金の賦課率を

1 0%から5%へ引き下げるなど、経済的に困難な返還者

の負担軽減を図ってきたところです。

2．また、経済的理由により返還が困難な方には、従来から、

返還期限猶予制度や減額返還により対応しております。

3．奨学金の返還に際しては、長期に渡って延滞に陥らない

ことが重要であり、延滞初期段階での返還促進や返還困難

時の救済措置の案内により、延滞の防止・解消に努めてま

いりたいと考えております。
－

【担当課長】高等教育局学生.留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)■■■■(携帯)■■■■■

庫簡話~列



（答）

1 ．返還金の充当については、民法の規定に沿って､ 「延滞

金、利息、元本」の順で充当することとしております。

2．延滞者が支払う返還金は、返還月ごとに、返還期日が古

い返還月額に係る延滞金、利息、元金の順に充当されます

一番古い返還月額に係る延滞金、利息を超える額をので、

返還した場合､その超える分の元金が減ることになります。

(参考1 ）民法く抜粋＞

（元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当）

第491条 債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払

うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給

順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない付をしたときは、 これを

(参考2）独立行政法人日本学生支援機構業務方法書く抜粋＞

第20条第3項要返還者等から割賦金のほかに延滞金及び費用を徴する必要があ

る場合においてその者から支払われた額がこれらの合計額に満たないときは、費

用、延滞金、利息、割賦金（利息を除く。 ） 順に充当する

(参考3）延滞者に係る充当のイメージ

（返還期日）

平成27年3月 延滞金 利息 元金

三F一一...､-....一一一････一･･‘･･-..-..---口･･ロー~一・'一・'一一・・
延滞金 利息 元金平成27年4月

＜----..-.......--,．･･･････-.．‘｡,｡-..-.-.．一･･一･････..｡‘･･~..。.｡。･･･.~.・
延滞金 利息 元金平成27年5月

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■



「河面雨蓼著刀
平成29年3月30日（木） 衆・文教科学委員会

斎藤嘉隆氏（民進）

〃』イノつツー丁直

，法令に厳格
鯉加ｲ可一

(答）

1 ． 日本学生支援機構においては、奨学金の返還者が、支払

い能力があるにも関わらず、割賦金の返還を著しく怠った

と認められるときは、独立行政法人日本学生支援機構法施

行令第5条第4項に基づき、返還未済額の全部を返還する

よう請求を行っています。

2．支払い能力の有無については、収入の状況など、返還者

青報提1斗

ん。
一

再三の督促にも関わらず、何の情報提供もな3．機構からの

い者について、そのまま放置をすることは、返還者からの
－

返還金を次の奨学生への貸与の原資としている奨学金事業

の健全性にも関わります。このため、機構と連絡が取れな

い返還者については、支払い能力があるとみなして、返還

未済額の全部の返還の請求を行っているところです。

4．なお、一括返還請求の後でも、返還者から返還に関する

相談があった場合は、返還計画を立て直す和解など柔軟に

対応しています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯)■■■■



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

吉良よし子氏（共産）

問1 給付型奨学金の予算について､拡充すべきではな
いか、大臣の見解如何。

(答）

1 ．今回の給付型奨学金は、意欲と能力があるにも関わら

ず､経済的理由によって進学を断念せざるを得ない者の

進学を後押しするため、我が国として初めて、学生向け

の返還不要の奨学金制度として創設するものです。

2．対象者については、その所得において、より経済的に
Q■■■■■■■■■■■■■■■■■

厳しい世帯の生徒の進学を後押しする観点から、現在の

小中高等学校で行われている給付型支援制度で基準と

して広く用いられている､住民税非課税世帯を対象とす

ることとしたものです。

給付型奨学金を支給す3．また、学力・資質においては、

るのにふさわしい学生を対象にすることとし、2万人を

対象としております。
■■■■■■■■■■■■■■

4．給付型奨学金については、まずは制度を当面安定的に

運用し、定着を図ることで進学の後押し効果を十分に発

揮することが重要であります。今後とも、意欲と能力の

ある学生が家庭の経済状況にかかわらず高等教育を受け

られるよう、学生の負担軽減を図ることは重要と認識し

財源を確保しながらしっかりと取り組んでまいており、

ります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■



厨天国
平成29年3月30B(水）参・文教科学委員会

吉良よし子氏（共産）

問2貸与型奨学金について、現行の救済制度を拡充すべ
きではないか、大臣の見解如何。

(答）
1 ．様々な事情により、卒業後、厳しい経済状況に置かれ、
奨学金の返還が困難な方に対しては、従来から、返還期
限猶予制度や減額返還制度により対応しています。

2．返還期限猶予制度は、卒業後の本人の年収が300万
円以下の場合、申請により返還を猶予しており、平成
26年度には、猶予の年数制限を従来の5年から10年
に延長する制度の改正を行ったところです。
－

3．また、このうち奨学金申請時に家計支持者の年収が
300万円以下の学生に対しては、無期限に猶予を可能
としているところです。

4．更に、既に返還を開始している方について、域謹返還
制度を拡充することにより負担軽減を図ることとし、返

還月額を二分の一から、例えば三分の一に減額すること
を検討しております。

5．奨学金の返還については、まずは、平成26年度に猶
予制限年数を10年にしたことの効果や、来年度から導
入する所得連動返還型奨学金制度の効果、更には減額返

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

還制度を拡充することの効果などを十分に把握・検証し
てまいりたいと考えています。

【担当課長】高等教育属学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)■■■■(携帯）

1



厨天国
平成29年3月30日（水）参・文教科学委員会

吉良よし子氏（共産）

暁すべきで ’問3返還猶予について、利用期間制限を撤廃すべきで
はないか、大臣の見解如何。

(答）

1 ．現行の返還猶予制度は、本人の年収が300万円を超

えるまでの間、 10年を上限として猶予となっておりま

す。特に、奨学金申請時に家計支持者の年収が300万
円以下の方については、本人の年収が300万円を超え
るまでは、無期限に返還猶予が可能となっています。

2．また、返還猶予期間に年数制限を設けないこととする
と、 10年を上限とする場合と比較して、回収割合が相

当程度落ち込むことが予想されるため、財源の確保も含

め、慎重な検討が必要と考えます。

(参考）要返還額（3， 553億円）に対する未回収金の予測試算

※全員が所得連動返還型を利用するという条件での試算

・猶予期間の年数制限を設けない場合：約690億円

10年を上限とする場合：約40億円

3．返還期限猶予制度の利用期間の見直しについては、ま

ずは、平成26年度に猶予制限年数を5年から10年に
延長したことの効果や、来年度から導入する所得連動返

還型奨学金制度の効果などを十分に把握・検証すること

が必要と考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)m値通)■■■■■■(携帯)|

1



厩舟固
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

吉良よし子氏（共産）

問4奨学金のペナルティである延滞金は廃止すべきで
はないか、大臣の見解如何。

(答）

1 ．延滞金については、

①期日どおりに返還するよう促すこと、また、

②期日どおりに返還している者との公平性

から課しているものであり、廃止は困難です。

2．なお、経済的に困難な返還者の負担を軽減するため、

平成26年4月以降、延滞金の賦課率を10%から5%

ヘ引き下げたところです。

3．奨学金の返還に際しては、長期に渡って延滞に陥らな

いことが重要であり、延滞初期段階での返還促進や返還

困難時の救済措置の案内により、延滞の防止・解消に努

めてまいりたいと考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■値通） （携帯)■■■■■



｜対政府参考人｜
平成29年3月30日（水） 参・文教科学委員会

高木かおり氏（維新）

問1 給付型奨学金を拡充し、非課税世帯の大学進学者6万

人全員に一刻でも早く支給すべきではないかと考えるが、
見解如何。

(答）

1 ．給付型奨学金については、教育的な観点及び働く者の理
解を得るとの観点から、学生の努力を促す制度とすること

が重要です。また、貸与型の奨学金以上に説明責任が求め
られるものであることから、一定の学力・資質を考盧の上、

対象者を選定することが適当と考えます。

2．住民税非課税世帯の大学等進学者は6万人程度と想定し

ておりますが、そのうち、給付型奨学金を支給するのにふ
さわしい学生を対象にするという観点から、無利子奨学金

よりも高い学力。資質基準を課すこととし、 2万人を対象
としております。

3．給付型奨学金については、まずは制度を当面安定的に運

用し、定着を図ることで進学の後押し効果を十分に発揮す

ることが重要です。

無利子

必要と

4．なお、住民税非課税世帯の子供たちについては、

奨学金の成績基準を実質的に撤廃したことにより、

する全ての方が無利子奨学金を受けること力i可能となり

ました。また、新たに導入される所得連動返還型奨学金制

度も利用することができますので、給付型奨学金の支給を
一

受けない方についても、大きく負担が軽減されるものと考

えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■(直通) || ｜ (携帯)’



両面肩蓼署刀
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

高木かおり氏（維新）

問2給付型奨学金は高校が推薦することとなっているが、そ

の手法は適切なのか。高校での事務負担を考慮すべきと考え

るが、見解如何。

(答）

1 ．現在でも貸与型奨学金の予約採用においては、高等学校に推薦

の業務を行っていただいているところです。

給付型奨学金制度の実施に当たっては、新たに給付奨学生候補

者の推薦基準を作成していただくとともに、推薦に係る業務が発
生することとなりますが、貸与型奨学金の予約採用と同様のスケ
ジュールで行うことで、家計基準や学力・資質基準の確認などを

貸与型奨学金の業務を併せて行うことができるようにするなど、

高校等の業務負担が過大とならないよう配盧することを予定して
います。

また2． 、高等学校では、 高校生等奨学給付金の手続きにおいて非

、今回の給付型奨学金の推薦に

おいても、同様に手続きを進めていただくことが出来ると考えて
おります。

3．引き続き、生徒等に対する周知資料や教職員用説明資料の作成

・送付、スカラシップ・アドバイザー（仮称）の派遣等により、

新制度の円滑な実施及び学校の事務負担軽減に努めてまいりま

す。
一

1

Ｅ
■
ｆ



(参考1）予約採用スケジュール（現行の貸与型奨学金）

4月上旬 推薦依頼文・奨学金案内等を各高校等へ発送

5月中旬 申込受付開始

7月中下旬各高校等からの推薦期限

10月下旬 決定（不採用）通知発送

(参考2）各高校等からの推薦人数（規模感）

○貸与型第一種（無利子） 16． 3万人（平成27年度進学者実績）

第二種（有利子） 24． 1万人（同上）

○給付型 約2万人（平成30年度本格実施時（予定） ）

(参考3）スカラシップ・アドバイザーについて

大学等への進学のための資金計画について、返還を含めた適正な奨学金の利用への理解を促

進するため、スカラシップ・アドバイザー（仮称）を養成し、全国の高等学校等へ派遣するも

の。

平成2，年度予算案■■■■(延べ2,6'0人）

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線） ｜ (直通)■■■■■(携帯)■■■■

2

グ



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

高木かおり氏（維新）

(答）

1 ．スカラシップ・アドバイザーの業務は、奨学金の利用

を検討するにあたり、生徒や保護者、教師等の理解を促

進するとともに、助言を行うことを想定しており、その
主な派遣先は高校になると考えています。

2．一方、スカラシップ・アドバイザーの知見は、奨学金

であると考えら学生にとっても有用を利用している

れ、大学等の希望も踏まえながら、柔軟に事業を運営し

てまいりたいと考えています。

3．その際、大学生に対し、
①奨学金は国 賃で支えられていることや

豈金を次の奨学金貸与者②貸与終了した奨学生からの返還釜
の原資としていること
と厄､うた奨学金の意義についても､ しっかりと意識づけ
られるよう留意していきたいと考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)｜ （直通)■■■■■■（携帯)■■■■■■■



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

高木かおり氏（維新）

手
刀
耐
庁

(答）

1 ．今回の給付型奨学金の対象規模は、平成30年度以降の

本格実施時で一学年当たり2万人、所要額は約72億円と

見込んでおります。

また、完成年度となる平成33年度の対象規模は6万人

で、約220億円を予定しており、財源については学年進

行にあわせて段階的に確保することとしております。

2．平成30年度以降の財源としては、

①他省庁の重複事業の縮減を含む既定経費の見直し

②奨学金制度全体の見直し

③教育・研究職返還免除枠の活用

を見込んでおり、中期的かつ安定的に確保していくこと

としています。

3．奨学金制度全体として、効果的に教育費の負担軽減が

なされるよう､必要な財源を確保しつつ、 しっかりと取

り組んでまいります。

園震砺馴
諭一(内線)■■(直通)-(携帯)■■■■■【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上



問4更問①給付型奨学金は規模が不十分であり、拡

充すべきではないか。

(答）

1 ．給付型奨学金について、まずは制度を安定的に運用

し、定着を図ることで、進学の後押し効果を十分発揮
することが重要であります。引き続き、高等教育の負

担軽減を進めるべく、必要な財源を確保しつつ、 しっ

かりと取り組んでまいります。

庫間房~馴
■■■(直通)■■■■(携帯)■■■■【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上諭一（内線）



問4更問②教育財源全体の確保方策として、消費税の
一部を充てることや教育国債、教育目的税の創設など

が考えられるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ．教育は「未来への先行投資」であり、 誰もが、家庭の
経済事情に左右されることなく、 希望する質の高い教育

を受けられることは、大変重要です。

2．平成27年7月に取りまとめられた教育再生実行会議第
8次提言においては、教育財源確保のための方策とし

て、既存の施策の見直しや優先順位付けによる予算の質

の向上･重点化や、民間資金の効果的な活用に取り組ん

だ上で、それでも十分な財源を確保できない場合には税

制の見直しを検討するといったことが掲げられていま

す。

また、こうした方策を実現するためには、広く国民の

間で教育投資の効果や必要性について認識が共有されて
いることが不可欠と提言されています。

3．教育財源の確保策についてどのような方法が望ましい

か、国会においても更に御議論を深めていただければと

思います。

文部科学省としては、国民の皆様の御理解をいただき
ながら、

ます。

今後とも必要な財源の確保に取り組んでまいり

【担当課長】生涯学習政策局政策課長里見朋香(内線)■■■(直通)■■■(携帯)■■■■■



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

問1 給付型奨学金の対象者の選定基準及び選定方法如

何。

(答）

1 ．給付型奨学金の対象者の選定に当たっては、各高校等

において、学力のほか教科以外の学校活動での成果や進

学への意欲なども含めて判断した上で、推薦いただく
一
」

ととしております。

2．推薦基準は、各高校等において定めることとなります

が、基準を定める上でのガイドラインを日本学生支援機

構において示すこととしており、当該ガイドラインにお

いては、

①十分に満足できる高い学習成績を収めていること

②教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、教科

の学習で概ね満足できる成績を収めていること

のいずれかの要件を満たす者から推薦することが示され

る予定です。

毛

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■■(直通)■■■■(撚帯)■■■■■

1



｜対政府参考人｜
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

問2給付型奨学金の対象者には目的意識をもって進学

するとともに、将来的に社会に貢献してもらうことが

必要である。対象者の学習状況などはどのように確認
するのか。

（答）

1 ．給付型奨学金の制度運用に当たっては、貸与型の奨学金

で行っている適格認定制度を活用し、毎年度学業の状況等

童迩室呈し、支給の継続等について判定する仕組みとするこ
とを予定しています。

2．適格認定においては、学業状況や経済状況などを確認し、

奨学生としてふさわしい適格性を有する学生であるかどう

かを認定し、支給の継続の可否等にかかる判断を行うこと

としております。

3． 給付型奨学金においては、貸与型奨学金以上に税の使途

としての説明責任が問われるため、より厳格に取扱うこと

が原則と考えており、進学後においても学業への取り組み

を促すよう、制度の運用を行ってまいりたいと考えており

ます°
－

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)I (携帯) ’



「詞面肩蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

織
（答）

1 ．貸与型の奨学金については、奨学生としてふさわしい適格

性を有する者であるか否かの認定をするため、毎年度適格認

定を行っています。その際、卒業延期が確定するなど学業成

績が不良であり、成業の見込みがない等の場合は廃止とな
り、次年度以降の奨学生の資格を失うこととなります。

7】

適格認定で廃止となった者は審査2．平成27年度において、

対象者約93万7千人に対し、 0． 7％の約6千人となりま

す。

3． また、文部科学省の委託により東京大学が実施した「経済

的理由による学生等の中途退学の状況に関する実態把握・分

析等及び学生等に対する経済的支援の在り方に関する調査研

究」によると、平成26年度において、 「経済的理由」によ

る中退者が約21 ． 2％という結果が出ております。

4． さらに、 日本学生支援機構が実施する「奨学金の返還者に

関する属性調査」によると、最新の調査結果である平成26

年度においては、年収300万未満と回答した者は無延滞者

では約54． 9％であるのに対し、延滞者は78． 2％とな

っています。

灰貢房~引



5．また、同調査における延滞者の就業状況は、無延滞者の場

合、常勤社員76． 6％、非常勤社員7． 4％、無職回_失業

中／休職中4． 3％であるのに対し、延滞者は常勤社員

45． 4％、非常勤社員16． 1％、無職。失業中／休職中

15． 5％となっており、無延滞者の方が良い就業状況であ

るとの調査結果となっています。

【担当課長】高等教育員学生.留学生課長井上諭一(内線)■■(直通) ’ | (携帯）



岡天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）
－

後、専門職大学も新たに高等教育機関に加わる

なるが、支給対象となる学校種に専門職大学も

るのか。 （議員は、大学以外に支給対象となる

育機関と共に答弁してほしいとのこと。 ）

《
ラ問4

こととな

含まれる

他の教育

(答）

1 ．給付型奨学金の支給対象とする学校種は、貸与型奨学

金の対象と同様、大学、短期大学、高等専門学校、専門

学校とすることとしています。

2．今国会に制度創設のための法案を提出しております

「専門職大学」及び「専門職短期大学」については、法

案が成立した際には、学校教育法上の大学制度の中に位

置づけられるものであることから、当然に支給対象とな

るものと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■■■値遡’ ｜ (携帯)’ Tl

1



「詞藪肩蓼署刀
平成29年3月30日（水） 参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

問5給付額や給付対象者の人数については、どのような考

えに基づいて決めたのか。

（答）

1 ．鎗付額については、
立といった進学先や、

学生生活費の実態を踏まえ、国公私

自宅・自宅外といった通学形態の違

また対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月
一

い、

額2万円から4万円と設定しております。

2．給付型奨学金と併せ、来年度より大幅に拡充する無利子

奨学金を活用いただくことにより、おおむね必要な学生生

活費を賄うことができると試算しております。

3． また、対象者については、その所得において、より経済

的に厳しい世帯の生徒の進学を後押しする観点から、現在

の小中高等学校で行われている給付型支援制度で基準とし

て広く用いられている、住民税非課税世帯を対象とするこ

ととしております。

4．住民税非課税世帯の大学等進学者は6万人程度想定して

おりますが、そのうち、給付型奨学金を支給するのにふさ

わしい学生を対象にするという観点から、無利子奨学金よ

りも高い学力・資質基準を課すこととし、 2万人を対象と

しております。

(参考）

住民税非課税世帯進学者数（ 1学年あたり） ： 6． 1万人

うち学生支援機構奨学金貸与者： 4． 5万人（無利子： 2． 5万人、有利子： 2万人）

（平成27年度実績）

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■



厨義蒙副天国
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

問6給付型奨学金に加え、進学先の大学等の独自の奨
学金制度や、貸与型奨学金制度との兼ね合いはどのよ
うなイメージか。また、給付型奨学金の対象とならな
かったものの意欲のある学生のためにも、無利子奨学
金制度を拡充していくべきと考えるが、見解如何。

(答）

1 ．現在、 551大学において大学独自の奨学金が実施され

ていると承知しており、学生の経済的負担軽減の取組が行

われているものと考えております｡今回創設する給付型奨

学金については、こうした大学独自の奨学金や貸与型奨学

金制度との併用を可能としています。

※平成25年度奨学事業に関する実態調査報告（日本学生支援機構）

独自の奨学金事業を実施している大学（給付・貸与合計値）

大学数：551校奨学生数：95，710人奨学金事業額：337億円

2．具体的なイメージについて、 日本学生支援機構が実施し

た学生生活調査を基に試算すると、例えば、給付型奨学金

と無利子奨学金の組み合わせで、国公私立や自宅・自宅外

の全てのケースにおいて、おおむね必要な学生生活費をま

かなうことができます。

3．また、無利子奨学金については、住民税非課税世帯の子

供たちに係る成績基準を実質的に撤廃するとともに、残存

適格者を解消し、必要とする全ての学生が奨学金を受けら

れるようにしてまいります。更に、返還負担を大幅に軽減
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■

りゐF

1



4．以.眠のような一連の施策を進めることで、経済的に困難

な状況にある子供の大学等への進学を大きく後押しでき

るものと考えます。
■■■■■■■■■■■I■■■■■■■

■■■■■■(直通） (携帯)■■■■【担当課長】高等教育局学生留学生課長井上諭一（内線）

2



「珂藪肩蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

問7 奨学金の貸与を受けて社会に出た後に返還困難に

陥る人を出さないためにも、奨学生が長期的な返還計
画やライフプランを考えるにあたり、ア賑バイスを求

めたり相談ができる環境は整備されているのか。

（答）

1 ．奨学金の貸与を受けていた者が返還困難に陥らないた
めには、相談・助言体制の充実や奨学金制度の周知・広報
等が重要であると認識しております。

2．卒業後に奨学金の返還が困難になった際の救済措置の周

知については、毎年、 日本学生支援機構から大学等に通知

を発出し､周知や指導の充実を促してきたところです。

(参考1 ）奨学金の返還延滞の防止に係る通知

発出日：平成28年8月31日 （平成28年度分）

発出先：大学、短期大学、高等専門学校

概要：返還が困難となった際の救済措置への理解度を深めるための奨学

生に対する指導の充実等について依頼

3． また、奨学金の返還に関する相談については､日本学生

支援機構にコールセンターを設置し対応するとともに、造
付型奨学金を含む新制度については、専用の窓口を設置し、

案内等を行ってきたところです。

阪買房-画1

●



(参考2）返還及び新制度に係る相談体制整備

・コールセンターの設置

開設時：平成21年10月

設置形態:業務委託(配置人員:■■■
･新制度案内窓口の設置

開設時：平成28年1 2月28日

設置形態；日本学生支援機構に設置

|(平成2？年度) ）

4． これに加え、平成29年度予算においては、資金計画

を含めた奨学金の利用について、教師や生徒等の理解を
促進するための経費を計上しており、具体的には、

①大学等への進学のための資金計画について、返還を含
めた適正な奨学金の利用への理解を促進するスカラ
シップ。アドバイザーを派遣すること

②生徒等が進学書i用のシミュレーションを行うことが
できるウェブサイI~を開設すること

を新たに実施することとしております。

(参考3）新制度の周知・広報等のための経費

(参考4）スカラシッブ・アドバイザーの派遣について

・概要ファイナンシャルプランナーと連携し、資金計画について、返

還を含めた適正な奨学金の利用への理解を促進するスカラシッ

プ・アドバイザー（仮称）を派遣し、説明会やセミナーを実施

するとともに生徒。保護者等からの相談に対応する。 （養成

派遣予定人数延べ約2, 600人）

対象生徒、保護者、教員等

5． 文部科学省としては、引き続き奨学金の貸与や返還等

に関する相談。助言体制の充実にしっかりと取り組んで

まいります。

【担当課長】高等教育局学生留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)[ (携帯) ’



雨天国
平成29年3月30日 （木）参・文教科学委員会

小野田紀美氏（自民）

問8今回の給付型奨学金について、支給方法如何。

（議員は、せっかく奨学金の貸与を受けても親が生活

費に使ってしまい、経済的理由から卒業できなかった

事例を聞き、そのようなことがないように奨学金を学

校に直接振り込み、その分授業料から差し引く等、必

ず学費に充てられることが担保できる仕組みにできな

いのか、という問題意識。 ）

(答）

1 ．奨学金の使途については、授業料に限定するものでは

なく､教材費や生活費等、学生等が個々の状況に応じて

活用できることとしており、幅広く経済的な負担の軽減

を図ることを目的としています。

2．また、奨学金を個別の学校経由で支給する場合、 日本

学生支援機構が一括で処理する場合に比べて、仮に給付

額が授業料を超えた場合の学生への振込手続きや手数

料、不足した場合の授業料の徴収など、個々の学生に対

する学校の負担が増大するため、現段階では学生に直接

振り込むことが適切であると考えています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■ (直通)■■ I (携帯)■■■■■■■

1



悶洞
平成29年3月30B (木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

給付型奨字金0

の椎蘆存尋け霧

旨0〕藍

y〕存
~マ ーーグ、

土ある@

一律に沃疋するC

今は歩うなるのズ

7】〃

"I カロイF

(答）

1 ．給付型奨学金の対象者は、各学校において、当該学校

における様々な学習活動等の成果を踏まえて学力・資質

等が評価され推薦されることとなります。このため、各

学校において、それぞれの教育目標を踏まえた推薦の基

準を定めていただくこととしています。

2．各学校が推薦基準を策定するにあたっての指針とし

て、 日本学生支援機構から「ガイドライン」をお示しす

ることとしております。

その内容については、各学校において､堂奨学生として

ふさわしい者の推薦が円滑に行われるよう、推薦基準の

策定等に関する基本的な考えを示すことを検討しており

ます･

厘皿
1



3．文部科学省の給付型奨学金制度検討チームの｢議論の

まとめ」では、推薦基準のうち、学力及び資質に関する

ものについて、 「教科以外の学校活動等での大変優れた

成果」も指標として掲げており、スポーツや芸術等も考

盧できることする予定です。

4.今後、 「議論のまとめ」や本国会での御審議等を踏ま

一
一
》

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■(携帯）

2



「詞面丙蓼琴刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

Dーlま〃可一シJ密

の中盤時焦
るのではな（

珊
雌

（答）

1 ．給付型奨学金は、生徒等の進学を後押しするため、生徒

等自らが給付の対象となることについて、大学等への入学

前の時点で予見可能とすることが重要であり、高校3年次

に予約採用をすることとしています。

●

2．予約採用のスケジュールに鑑みれば、高校2年次までの

成績を評価することになりますが、 3年次における成長も

期待されるため、各高校において奨学生を推薦するにあた

っては、各高校における成績評価等の時期の実情に応じて、

可能な範囲で3年次以降の状況も加味することが適当であ

ると考えております。

3．文部科学省としては、学習成績の評価期間に関する共通

理解をもって、各高校が給付奨学生の推薦を行えるよう、

今後、推薦に係るガイドラインにおいて、その趣旨をお示

しすることを検討しております。 ．

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)’ （携帯)■■■■



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

おける対象者選定の|際には、字生j

Iさどの機関に相談すればよいのか。

Mh方白治佐の劫音季昌会か、ある｛

畿関なのか｡

(答）

1 ．文部科学省の給付型奨学金制度検討チームの「議論の
まとめ」では、継続的に生徒の評価を行ってきた在籍学

校において､生徒の学力・資質の評価を行い、鑑立亘
ことが、最も適切な評価が可能になるとされておりま
す。

2．各高校等では、地域や生徒の実態に応じて教育目標を

設定しており、教科の学習成績のみならず、家庭の経済
状況や課外活動も含めてどのような評価を行うかは、各
学校の判断に委ねることが適当と考えられます。

3.対象者の推薦に当たっての相談は、 日本学生支援機構
最終的な推薦の判断は1て受け付ける予定ですが、にお↓

各学校で行っていただくことになります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯）

1



平成29年3月30B (木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

問4ガイ艀ラインがあいまいな場合や他校との差異が
ある場合、対象者選定についての情報開示や訴訟等の
リスクが想定されるが、それらに対応する手立ては検
討しているのか、大臣の見解如何。

(答）

1 ．各高校等においては、地域や生徒の実態に応じて教育

目標を設定しており、推薦する者についての選定基準に

ついては、

とが適切であると考えております。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2．その際、各高校等の推薦基準に一定の統一性を持たせ

るためにもガイドラインを明確なものとすることが重要

であると考えます。

本国会でのご審議や文部科学省に寄せられた意見、学

校現場の意見等を踏まえ、推薦業務が円滑に行われるよ

う日本学生支援機構において、ガイ賑ラインの作成を行

ってまいります。

3．また、公平性や透明性を確保するため、推薦者の選考

に当たっては、

①選考結果の信頼性に疑義が生じないよう、管理職及

び担任以外の教員等を含めた複数名による選考体制を

敷くことや
■■■■■■■■■■■■■■

②推薦基準に関する共通の理解をもって選考にあたる

ことができるような取組

が必要と考えています。

阪貢易丁可

1



4°加えて、説明責任を果たす観点から、各高校等におい

て定める推薦基準は公表するよう求めることが適当と考

えています。

5．文部科学省としても公平性や透明性が確保され、 慎重
な選考が行われるよう、高等学校に対して周知徹底を図

ってまいります。

■■(直通） ■■■■■■■■ (携帯）【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上諭一（内線）

2



「野面府蓼署刀
平成29年3月30日（金） 参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

問5 国公立大学で自宅生の場合、給付額は2万円となる。

一方で、給付型奨学生は授業料免除の対象となり、その場

合は給付額が調整され実際の給付額は0円となる。その上

で､本制度を残している意義や授業料減免との関係性につ

いて文部科学省の見解如何。

（答）

1 ．高等教育における教育費負担の軽減については、従来か

ら、奨学金制度のほか、 「授業料免除」などの各種支援方

策を組み合わせながら、総合的に施策を講じてきたところ

です。

2． 国立大学においては、国費によって授業料減免制度が整

備されており、授業料免除の対象となる学生に対しては、
一

既に月額4． 5万円相当の給付的支援が行われております。

(注）国立大学の学部授業料標準額: 535, 800円（月額に換算すると4． 5万円）

3． このことから、私立大学に通う方との公平性の観点も踏

まえ、国立大学において授業料免除を受けた学生について
■■■Q■■■■■■■■■■■

は、給付型奨学金の支給額を調整することを検討していま

す。

4．その上で、給付型奨学金の対象者が国立大学に進学した

場合には、授業料の全額免除を行う取り扱いとし、そのこ

とが進学前の段階であらかじめ予見できるようにすること

で、進学の後押しを図ってまいります。

【担当課】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通）



更問1 具体的な調整額如何。

(答）

1 ．学生生活の状況を踏まえるとともに、授業料免除により

月額4． 5万円相当の支援がなされることを考慮し、

2．具体的には、

①自宅生については貝"2"RO≧_皇_至室鐙_L_E且ことと
し、

②自宅外生については且_題_且_互_田辺_≧_三_至_且_謹-2-互_巴_生_亘二
ることを検討しています。
一

(参考）国立大学の授業料免除額と給付額の比較

年
年
／
／
円
円
０
０

０
０

８
０

５
０

３
４

５
２額

額
付
準
給
標
生
料
宅
業
自
授
・
学
学
大
大
立
立
国
国

■直通)-(携帯)■■■■
匡問弱~列

【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上諭一（内線）



更問2 私立大学と公立大学も同じように国費が投入され

ているが､授業料免除者に対する給付の減額を行わないの

か。

（答）

1 ．私立大学における授業料減免への支援は、 各大学が実施

となっていま

す。その上で、減免額は各大学によってばらつきがあり、

また、私学助成の対象となる授業料減免を行っていない大

学については、国費は投入されておりません。

(参考） 平成28年度私立大学等経常蓑補助金における授業料減免等支援

私立大学931校中、 541校

2． また、公立大学における授業料減免については、地方財

政措置を通じて国からの支援を実施していますが、各地方＝

に国費によるものとは判財源は一概自治体の実情 により、

断できない仕組みとなっています。

3． こうしたことから、授業料減免が国費による支援により

賄われている国立大学とは状況が異なるため、公私立大学

牙1可名目の】同名目の引司

ないと考えています。
■■■■■■■■■■■■■■■■

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯）



厨藪丙蓼署刀
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

問6現在、高校現場においては、就学支援金制度や地方自治

体の学費支援制度等のために納税通知書等の証明書類の整理

・判定が必要となっており、すでに事務が煩雑な状態となっ

ている。更に今回の給付型奨学金制度については、所得要件

に加え成績要件が加わるので、高校において更なる事務量増

大になると考えるが、文部科学省の見解如何。

(答）

1 ．現在でも貸与型奨学金の予約採用においては、高等学校に推薦

の業務を行っていただいているところです。

給付型奨学金制度の実施に当たっては、新たに給付奨学生候補

者の推薦基準を作成していただくとともに、推薦に係る業務が発
貸与型奨学金の予約採用と同様のスケ生することとなりますが、

ジュールで行うことで、 ；家計基準や学力･資質基準の確認などを

貸与型奨学金の業務を併せて行うことができるようにするなど、

高校等の業務負担が過大とならないよう配慮することを予定して

います。

2．また、高等学校では、高校生等奨学給付金の手続きにおいて非

課税証明書の徴収等を行ってお且、今回の給付型奨学金の推薦に
同イ
■■■■■■■■■■

ー

口

申４口？

と考えておいても、

おります。

3．引き続き、生徒等に対する周知資料や教職員用説明資料の作成

・送付、スカラシップ・アドバイザー（仮称）の派遣等により、

新制度の円滑な実施及び学校の事務負担軽減に努めてまいりま

す。
■■■■■■■

＆

1



(参考1）予約採用スケジュール（現行の貸与型奨学金）

4月上旬 推薦依頼文・奨学金案内等を各高校等へ発送

5月中旬 申込受付開始

7月中下旬各高校等からの推薦期限

10月下旬 決定（不採用）通知発送

(参考2）各高校等からの推薦人数（規模感）

○貸与型第一種（無利子） 16． 3万人（平成27年度進学者実績）

第二種（有利子） 24． 1万人（同上）

○給付型 約2万人（平成30年度本格実施時（予定） ）

(参考3）スカラシップ・アドバイザーについて

大学等への進学のための資金計画について、返還を含めた適正な奨学金の利用への理解を促

進するため、スカラシップ・アドバイザー（仮称）を養成し、全国の高等学校等へ派遣するも

の羊成2,年度予算案■■(延べⅧ人）

【担当課長】高等教育局学生.留学生課長井上諭一(内線） ｜ (直通)■■■■■(携帯)■■■■■■

2



平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

問8今回対象としている住民税非課税世帯や社会的養

護が必要な方は経済的に厳しい状態であり、中学生の

時点で経済的理由によって諦める選択肢しかないと考

えているケースがある。このため、なるべく早く周知

すべきと考えるが、制度の周知徹底のタイミングはど

のように考えているか、副大臣の見解如何。

(答）

'薑 奎…豊
－

2． このため、平成29年度から、進学のための資金計
画や奨学金の利用について助言を行うスカラシップア
ドバイザーの派遣や、進学費用のシミュレーションを
行うことができるウェブサイトの開設等を行うことと

(参考①）新制度の周知・広報等のための経費

(参考②）スカラシップ・アドバイザー（仮称）の派遣について

・概要ファイナンシヤルプランナーと連携し、資金計画について、返還を含めた

適正な奨学金の利用への理解を促進するスカラシップ・アドバイザー（仮

称）を派遣し、説明会やセミナーを実施するとともに生徒・保護者等から

の相談に対応する。 （養成・派遣予定人数延べ約2,600人）

･対象生徒、保護者、教員等

●

阪頁房~D1
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3．大学進学を含む進路については、早い段階から考えてお
＜ことが重要であり、この際、奨学金を含む教育費の支援
策を理解しておくことはとても大切なことと考えます。

4． このため、例えば、給付型奨学金について、その制度や
各高校で定める推薦基準を高校入学時に生徒に周知する
ことを各高校に促すなど、高校等とも連携しながら奨学金
事業の周知・広報を進めてまいりたいと考えます。

(内線)■■(直通)-(携帯)I【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上諭一

2



厭国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

（答）

1 ．奨学金事業を実施する日本学生支援機構において、大
学等への進学のための資金計画について､返還を含めた適

訪肥

王沽設計のトー

のため、奨学金

一の活用など力

臣の認識如何。

、‘剛P
』

正な奨学金の利用への理解を促進するための助言を行う
者をスカラシップ・アドバイザーとして派遣する予定で
す。

(参考)新制度の周知･広報に係る経費■■■■■平成29年度予算）
スカラシップ・アドバイザー（仮称）の派遣等の経費であり、日本学生支援機構の運

営費交付金として計上

2．スカラシップ・アドバイザーは､金融面の専門的知見を
有し、各高等学校等が生徒､保護者及び教員等を対象とし
て開催する奨学金の説明会等に派遣され､相談･助言等を
行います。
－

3．本事業の実施については、まずはスカラシツプ･アドバ
イザーの養成を行うための研修を実施することとしてお
ります。その上で、研修を受講したアドバイザーを順次、
各高等学校等へ派遣することとし、平成29年度内に、延
べ2,600人の派遣を行う予定です。

阪買記~画1
1



4．文部科学省としては､新制度の周知･広報が徹底される
よう、スカラシップ・アFバイザーも活用しながら、しっ
かりと取り組んでまいります。

■ ■■■■ に－~－諭一（内線) ｜ ’ （直通） (携帯）【担当課長】高等教育局学生‘留学生課長井上

2



厨藪雨蓼署刀
平成29年3月30日（水） 参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

（答）

1 ．奨学金制度については、平成29年度以降の大学等進学

者を対象として、所得連動返還型奨学金制度の導入により

負担軽減を図ることとしております。

2．壁に返還を開始している方等に対する負担軽減策につい
ては、有識者会議において検討を行い、当面、減額返還制

度を拡充することが望ましいとされております。

3．具体的には、返還月額を二分の一から、例えば三分の一

に減額し、より長い期間をかけて返還できる制度へ拡充す

るなど、返還が困難な方への更なる負担軽減策について検

討を進めております。

4．対象者の見込みについては、平成27年度末時点での二

分の一の減額返還の適用件数は約1万6千件であり、三分

の一の減額返還を可能とした場合、その中でも経済的に厳

しい＝部の方が移行することが見込まれます。また、同じ

く平成27年度末時点での返還猶予の適用件数は約1 1万

皇_壬住であり、その中で三分の一の返還月額であれば返還
できるという方が移行することが考えられます。

5．星うした方々が新制度を活用することが見込まれ、経済

的に困難を抱える返還者の負担が更に軽減されるよう、 し
一

つかりと制度の周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭-(内線)■(直通)-(携帯)ロ

問10減額返還制度の拡充の

きるが、現状、対象者は何名 オ

全討については大変評価で

:度を見込んでいるのか。



壼壹刃
平成29年3月SO日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

『しイしlふ、 勲X脾

の仮攪余I士堀

金の財源計

勺容如何。

ー平々ｰ画一~”四。云

譲念はないのか。検息引つI－a

(答）

1 ． 日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生等か

らの返還金が次世代の学生等への奨学金の原資となって

おり、返還できる方からはしっかりと返還してもらうこ

とが重要です。
－

2一方、経済的理由などにより返還が困難な方について

は、様々な救済策を講じております。

3．今回、検討を進めている減額返還制度の拡充について

は、返還金への影響として、

①現在、 1／2の減額を行っている方が1/Sに移行す
ることによる返還金の減少

②返還期限猶予制度を活用するなど現在返還していない

方が1/Sを返還し始めることによる返還金の増加

といった両方の効果があると考えられます。

4. また、所得連動返還型奨学金制度の制度設計に当たつ

ては、奨学金制度全体を安定的に運用していくために、

返還額が確保される制度とする観点も含めて検討を行っ
たところです。

図

1



5．文部科学省としては、制度の検討に当たって、返還金

に与える影響等を考慮し、制度設計を行っており、今後

とも、返還金の確保に取り組みつつ返還負担の軽減を図

奨学金制度全体の安定的な運用に努めてまいりま、
◎

り
－
す

■ (直通） （携帯)■■■■■■■【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上諭一 (内綴）

一

2



厨罰天国
平成29年3月SO日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

問12減額返還制度において、収入が変動した場合は

どのように確認するのか。マイナンバー制度を活用す

べきと考えるがどうか。

(答）

1 ．減額返還制度の申請に当たっては、給与所得者の場合

の目安として、本人の年収が325万円以下の場合に適

用を可能としており、年収の確認に当たっては、所得証

明書等の提 を求めております。

2．マイナンバーの導入に伴い、収入の確認等に当たって

は、マイナンバーシステムを活用することを検討してお

ります。

今後、 日本学生支援機構においてシステムの整備を行3．

2進上豆、マイナンバーの提出があった方については、
収入の確認をマイナンバーにより行うことができるよう

準備を進めていきたいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■(直通)■■■■■■■(携帯)■■■■

1



厨天国
平成29年3月30日 （木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

蕊蕊
雪〃〕キ

■■

画のそ

の中7 Z,墨6

(答）

1 ．現に延滞中の返還者が、返還困難時の救済措置である

減額返還制度や返還期限猶予制度を利用する場合には、

延滞を解消した上で適用を認めることとし原則として、

ています。

2． これは、期限までに返還をしている方との公平性等の

観点からこのような取扱いとしているものであり、減額

返還制度の拡充の適用対象についても、同様の運用とす

ることを予定しております。

3．なお、現在延滞状況にあり、経済困難などによって特

に返還が困難な方については、平成26年度から、過去

の延滞を据え置いたまま返還期限を猶予できる「延滞据

置猶予」の利用を可能としております。

阪貢扇可司
1



4．奨学金の返還に際しては、

いことが重要であり、延滞1いことが重要であり、延滞初期段階での返還促進や返還

困難時の救済措置の案内により、延滞の防止●解消に努

めてまいりたいと考えております。

■■(直通)■■■■(携帯)■■■■【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一（内線）

2



厨薮肩蓼暑刃
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

蕊霧 亘
（答）

1 ． 日本学生支援機構においては、給付型奨学金を含む新

たな奨学金制度について、一般の方からの問い合わせに

適切に対応するため、平成28年12月28日から相談

窓口を設置しております。

字生支援機構の相談体制について、天

はならず、また正確な情報提供やメニ
ある。現在の窓口体制と対応状況如ｲE

2具体的には、 日本学生支援機構において奨学金業務を
専用の電話回行う職員が直接相談に応じる体制を整え、

平日9時から18時の時間帯で対応してお線を設置し、
ります。

3．新制度の相談窓口については、本年4月28日までの

設置を予定しておりますが、状況に応じ、相談体制の拡

充を含め十分に対応できるよう努めてまいります。

(参考）相談窓口の受電状況について

(単位：件）

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)■■■■■(携帯)■■■■■■

1

集計区分
12/28～

1/31

2/1～

2/28

3/1～

3/24

12/28から

の累計

給付型奨学金関係 557 432 318 1,307

成績基準撤廃関係 19 22 38 79

新所得連動返還関係 5 11 24 40

新制度全般 64 60 46 170

その他 54 46 50 150

合計 699 571 476 1,746



「野面両琴署刀
平成29年3月30日（木） 衆・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

問15 奨学金について、日本学生支援機構には重複する

質問事項が一般の方から多く寄せられると想定され

る。窓口に負担がかかりすぎてはならず、相談事例等を

HP等で整理して公表することで、相談者に的確に情報

を伝えることが効率的だと考えるがも取組についての

決意如何。

（答）

1 ．奨学金制度について、 正確な情報を効果的かつ効率的に

伝えることは重要であり、多く寄せられる相談事例につい

ては、これまでの貸与型奨学金においてもQ&Aの形で整

理をして日本学生支援機構のホームページに掲載してい

るところです。

2．新たに導入する給付型奨学金や所得連動返還型奨学金に

ついては、現在、 日本学生支援機構のホームページにおい

て、当該制度の概要を掲載するとともに、高等学校や大学

等に制度の概要の通知、チラシの配布等を行っているとこ

ろですが、今後、これまで専用の相談窓口に照会があった

内容及び今後照会が予想される内容について整理し、機構

のホームページに掲載することを予定しております。

3．今後とも奨学金制度を希望する学生等に対し、正確な情

報を分かりやすく案内するよう努めてまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■ (直通)■■■■■■■(携帯)■■■■■■■



厨天国
平成29年3月30B (木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

の, ， 準舎

'1 11F

(答）

1．仮に高校の統廃合の予定がある場合は、貸与型奨学金

と同様、日本学生支援機構の担当者が､高校からの相談

に対応するとともに、在籍する生徒に対しては、統廃合

前の学校において、必要な相談業務等を行っていただく

こととしております。

2．また、統廃合した学校の推薦枠の割振りについては、

統廃合前の各学校における過去の非課税世帯の生徒の貸

与型奨学金貸与実績を踏まえ、割り振ることとしており

ます。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)-(携帯)■■■■

1



厨天国
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

三浦信祐氏（公明）

（答）

1 ．給付型奨学金を安定的に運用し、毎年度確実な支給を

可能とするためには、 「学資支給基金」を充実・安定化

させることが極めて重要です。

工僅呂た6

劃の寄附を可常

全、存宝上寺号,、旬。こ0

てどのよ÷

含め大庫0 ｶﾛｲI

2． このためには、一定の余裕金も含めた基金を造成し、

年度を超えた弾力的な支出を可能とすることが求めら

29年度先行実施の対れ、平成29年度予算においては、

象者2,800人分について、在学期間分の支給額を見込ん

で70億円を計上しております。

3． この「学資支給基金」には、毎年度、予算の範囲内に

おいて政府から補助する資金をもって充てることとして

いますが、民間企業や個人からの寄附など、政府以外の

者からの出えんも可能としております。

灰貢房~画－1

1



4．企業や個人からの寄附を促進するため、政府として

は、奨学金事業を行う学校法人や公益法人等に対して寄

附を行った場合、所得税や法人税を軽減しているところ

です。新たに造成する「学資支給基金」ヘの寄附につい

ても、税の軽減が適用されることの周知も含め､関係団

体に広く協力を呼び掛けてまいりたいと考えておりま

す。

(内線)■■(直通)-(携帯)■■■■【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上 諭一

2



岡天画
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定4給付月額は2万円～4万円とされているが、

その根拠如何。

(答）
1 ．給付型奨学金の給付月額については、国公私立といつ
た進学先や、 自宅・自宅外といった通学形態の違いによ
って異なる学生生活費の実態や、対象とならない世帯と
の公平性等を考盧の上、 月額2万円から4万円と設定し
ております。

2°加えて、児童養護施設の退所者など、社会的養護が必
要な学生については、入学金相当額として24万円の一時
一

金を追加給付することとしています。

3．新たに創設する給付型奨学金と併せ、来年度より大幅
■■■■■■■■■■■■■

に拡充する無利子奨学金を活用いただくことにより、お
おむね必要な学生生活費を賄うことができると試算して
おります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■(撰帯)■■■■■■



厨天国
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

（答）
1 ．給付型奨学金の支給額は、無利子奨学金と併せて利用
すれば、おおむね必要な学生生活費を賄うことができる

十分に進学を後押しする効果があるとと試算しており、
考えています。

2．給付型奨学金については、まずは制度を当面安定的
に運用し、定着を図ることで進学の後押し効果を十分
に発揮することが重要と考えております。

3．今後とも、財源を確保しつつ、高等教育段階における
費用負担軽減に努めてまいります。

【担当課長】高等教育局学生,留学生課長井上諭一〈内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■



岡天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定7文部科学省は、非課税世帯から大学等へ進
学する者を6万人と推計しているが、給付型奨学金
の対象となる学生は､その3分の1に過ぎず、教育
の機会均等という制度倉ﾘ設の趣旨に反すると考え
る。少なくとも、給付型奨学金の給付規模を6万人
にまで拡大すべきではないか、大臣の見解如何。

(答）
1 ．住民税非課税世帯の大学等進学者は6万人程度と想定
しておりますが、そのうち、給付型奨学金を支給するの
にふさわしい学生を対象にするという観点から、無利子
奨学金よりも高い学力・資質基準を課すこととし、 2万
人を対象としております。
Q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2．なお、住民税非課税世帯の子供たちについては、無利
子奨学金の成績基準を実質的に撤廃したことにより、必
要とする全ての方が無利子奨学金を受けることが可能と
なりました。また、新たに導入される所得連動返還型奨

篁趨塵も利用することができますので、給付型奨学金
の支給を受けない方についても、大きく負担が軽減され
るものと考えております。
ﾛ■■■■■■

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■（直通)■■■■■■■(携帯）

1



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定8成績基準の目安等について、機構がガイドラ

インを作成することとなっているが、基準の具体的な

内容如何。

(答）

1 ．各学校において推薦基準を定める際の指針となる「ガ

イドライン」については、生徒の評価に当たっての考え

方など、推薦基準の策定等に関する基本的な考えを示す

こととしております。

2．文部科学省の給付型奨学金制度検討チームの「議論の

まとめ」では、推薦基準のうち、学力及び資質に関する

ものについて示しており、
■■■■■■■■■■■■■■

①各学校の教育目標に照らして十分に満足できる高い学

習成績を収めている者

②教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、各学

校の教育目標に照らして概ね満足できる学習成績を収

めている者‘
､

を掲げております。

今後、 「議論のまとめ」や本国会での審議等を踏ま3．

え、学校現場で推薦業務が円滑に行われるよう「ガイド
ライン」の作成を行ってまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)I 携帯)■■■■■■■

1



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏(希望）

問想定9各学校が基準を定める理由如何。また、各学

校で基準にばらつきが出る恐れがあると考えるが、各

学校が定める基準が適正なものであるかどうかを確認

する仕組みはあるのか。

(答）

1 ．各高校等においては、地域や生徒の実態に応じて教育

目標の設定しており、推薦する者についての選定基準に

ついては、各高校の事情も踏まえて定めていただくこと
が適切であると考えています。
一

2．その際、各高校等の推薦基準に一定の統一性を持たせ

るためにもガイドラインを明確なものとすることが重要

であると考えております。

本国会でのご審議や文部科学省に寄せられた意見、学

校現場の意見等を踏まえ、推薦業務が円滑に行われるよ

う、 日本学生支援機構においてガイドラインの作成を行

ってまいります。

3．また、推薦者の選考に関する説明責任を果たす観点か

ら、各高校等において定める基準を公表することを求め

ることが適当と考えており、こうした取鮭Iみ等を通じ

て、推薦基準の公平性や透明性、適正性の確保に努めて

まいりたいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■

1



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定10各学校に割り振られた人数よりも申請する

生徒の数が多い場合はどうなるのか。

(答）

1. ．給付型の奨学金の対象者の選定については、家計基準
を満たしている者のうちから、学習状況に加えて、進学
の目的、進学後の人生設計なども含めて、総合的に判断

することが必要であると考えております。

2． このため、各高校等は､無利子奨学金よりも高い水準と

なるように定められた、 日本学生支援機構が示す学力・資

質基準等に関するガイドラインを参考としつつ、当該高校

等の過去の非課税世帯の生徒の貸与型奨学金の貸与実績

に基づき割り振られた「推薦枠」の中で推薦することとな

ります。
－

この推薦を得ることが、給付型奨学金を受給する対象

者を選定する基準となります。

(参考）ガイドラインの内容として想定されている事項内容

①十分に満足できる高い学習成績を収めている

②教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、概ね満足できる学習成績を収

めている

○上記に加え次の点に留意することが必要

・進学の目的や進学後の人生設計については、レポートの提出を求める

・高校生活全体の中で課題を克服した経験など生徒の成長過程にも着目する

などの方法が考えられることなど

医壷羽
1



3．給付型奨学金の支給が受けられない学生については、
無利子奨学金の貸与を受けることが想定されますが、無

利子奨学金については、平成29年度から成績にかかわ

らず、必要とする全ての学生※が貸与を受けられるように

するとともに、返還負担を大幅に軽減する所得連動返還

型奨学金制度を導入するなどの充実を図っております。

※平成29年度から、住民税非課税世帯の学生等の成績基準を撤廃

4．給付型奨学金制度と併せて無利子奨学金等を活用し、

学生等の経済的負担の軽減に全力で取り組んでまいりま

す。
■■■■■■■■

(内線)■■■(直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上 諭一

2



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

刃恥二6

動H上

言辛臓@

ヨカ、ｲF

(答）

1 ．給付型奨学金制度における生徒の推薦については、継

続的に当該生徒の評価を行ってきた在籍学校において評

価を行うことが適切と考えています。その上で、推薦結

果についての説明責任を果たすとともに、推薦の手続き

について、公平性や透明性を確保することは極めて重要

です。

2．そのため、各高校等において定める推薦基準は公表す

るよう求めることが適当と考えてお叺推薦者の選考に

当たっては、

①選考結果の信頼性に疑義が生じないよう、萱塁壁里
び担任以外の教員等を含めた複数名による選考体制

を敷くことや

②推薦基準に関する共通の理解をもって選考にあたる

ことができるような取組
一

が必要と考えています。

医亘星図

1



推薦に係る個人情報は、これまで貸与型の奨学3．また、

一
一

4．一方、高校に過度の負担をかけないようにすることも

重要であり、給付型奨学金制度の運用にあたっては、高

等学校及び日本学生支援機構と連携を密にし、円滑に業

務が遂行されるよう、 しっかりと取り組んでまいりま

す。
一

(内線)■■(直通)■■■■(携帯）【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一

2



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

(答）

1 ．各学校への推薦枠の割り振りに当たっては、当該学校

に在籍する生徒の世帯の家計状況を勘案して割り振るこ

ととしています。

2．具体的には、まず全ての学校に一人の枠を割り振り、

残りの枠を当該学校における過去の非課税世帯の生徒の

貸与型奨学金の貸与実績を踏まえて割り振ることとして

います。

3．各学校に最低一人を割り振ることから、非課税世帯の

生徒数が少数の場合には推薦される可能性が高くなりま

すが、どのような学校に行った場合でも給付型奨学金の
q■■■■■■

推薦を得られるよう、全ての学校に一人の推薦枠を割り

振ることは必要であると考えております。

4．今後、 日本学生支援機構が示すガイドラインを踏まえ

て、各学校において、公平感のある推薦が行われるよ

う、制度の運用を行ってまいりたいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生,留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■(携帯)I



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

（答）

1 ．現在の貸与型奨学金においても、毎年度学業の状況等

IHI~｣ -[

の室肖

図星刀' 141

を確認して、支給の継続等について判定する「適格認

室」を実施しており、学業不振に陥るなど奨学生として
の適格性を欠く状態になった場合には、貸与の停止や廃

止の措置を講じています。

2．給付型奨学金制度は、貸与型奨学金以上に説明責任が

問われるものであることから、学業に励まず学業成績が

著しく不良となった者については、給付の停止や返還を

求めることができることとしています。

3． 「成績が著しく不良」の場合については、例えば、標準

的な修業期間での卒業が困難となることが確定した場合

や、当該年度における修得単位が著しく少ない場合などを

想定しております。

阪貢毒可司

1



4．なお、 「学業成績が著しく不良」となった場合にも、

ことから、

返還を求めるかどうかの判断にあたっては、当該事情も

十分に踏まえた上で、必要に応じてﾖ唾還を求めるような

運用が行われることが重要であると考えております。

(内線)■（直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上 諭一

2



厨天国
平成29年3月30日 （木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定14新所得連動返還型奨学金制度の有利子奨学

金への適用や、返還中の方への適用の拡大を検討・実

施すべきであると考えるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ．新たな所得連動返還型奨学金制度の宣利子奨学金への
導入については、返還者の所得が低く返還月額が低額と

なる場合、利息の支払いが増大し、返還が非常に長期に

渡るといった課題が想定されます。

2． このため、まずは無利子奨学金における運用状況を見

つつ有利子奨学金への導入について課題を分析すると

いった検討を開始してまいりたいと考えております。

既に返還を開始している方に対する負担軽減策3．また、

については、有識者会議において検討を行い、当面、減

額返還制度を拡充することが望ましいとされています。

4．具体的には、返還月額を二分の一から、例えば三分の

－に減額し、より長い期間をかけて返還できる制度へ拡

充することを検討しています。

5．文部科学省としては、こうした制度の改善を通じて、

既に返還を行っている方に対しても負担軽減が図られる

よう、検討を進めてまいります。



(参考1）返還利息のシミュレーション

＜前提条件＞

・有利子奨学金を月額8万円。4年間貸与した場合（貸与総額384万円）

・貸与利率1％で定額返還

く結果＞

○返還期間20年の場合

返還月額17,740円、返還総額4,257, 117円（うち利息分417, 117円）

○返還期間30年の場合

返還月額12,400円、返還総額4,465,028円（うち利息分625,028円）

(参考2）新たな所得連動返還型奨学金制度の創設について（審議まとめ）

平成28年9月21日・所得連動返還型奨学金制度有識者会議

（2）奨学金の種類

無利子奨学金から先行的に導入（有利子奨学金については、無利子奨学金の運用状況

を見つつ、将来的に導入を検討）

より多くの返還者に対して所得に応じた返還が可能となる新所得連動返還型奨学金制

度を適用する観点から、無利子及び有魂仔奨学金の両方に新制度を導入することが望ま

有利子奨学金については、返還期間が長期化した場合に利子負担が大きしい°ただし、

くなるといった課題があり．より慎重な検討趣必要である。このため、ま童よ無利子奨

学金から先行的に導入することとし、 有利子奨学金については、 無利子奨学金の運用状

況を見つつ、将来的に導入を検討することが適当である。

(参考3） 『米国の奨学金政策をめぐる最近の動向

一学生ローンと所得連動型返済プランの問題を中心に－』

国立国会図書館調査及び立法考査局次長寺倉憲一

「所得連動型返済プランの下で毎月の返済額が少額にとどまることは当該時点にお

ける負担の軽減につながる一方、返済完了までの時間が長期化して、結果的に多額の利

子の支払いを余儀なくされるおそれがある。 」

出典： 「レファレンス」平成27年8月号

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線） （直通)’ |(携帯) ’



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定15有利子奨学金から無利子奨学金へのシフト

を更に進め、全ての貸与型奨学金を無利子とすべきと

考えるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ． 日本学生支援機構の貸与型奨学金においては、 「有利子

から無利子へ」の流れを加速すべく、これまでも無利子奨

学金の拡充を図ってきたところです。

2．平成29年度予算においては、

①住民税非課税世帯の子供たちに係る成績基準を実質

的に撤廃し、希望する全ての方への貸与を可能とする

ための増員2万人、
②貸与基準を満たしているにも関わらず貸与を受ける

ことができなかった残存適格者を解消するための増

員2万4千人、

合わせて対前年度比4万4千人増となる51万9千人に

拡充することとしております。
■■■■■■■■■■■■■■

3．文部科学省としては、着実に「有利子から無利子へ」の

流れが進んでいると考えており、引き続き、必要な財源を

確保しながら取り組んでまいります。

(参考1）無利子奨学金4万4千人増の内訳

・残存適格者解消分：約2万4千人、約150億円

・成績基準撤廃分：約2万人、約123億円



(参考2）無利子奨学金の推移※復興特会除く

く予算額＞ ＜貸与人員＞

平成24年度 2， 730億円 37． 8千人

平成25年度 2， 840億円 41 ． 6万人

平成26年度 3, 000億円 44. 1万人

平成27年度 3， 125億円 46． 0万人

平成28年度 3， 222億円 47． 4万人

＜残存適格者数＞

10． 5万人

8． 6万人

4． 2万人

3． 0万人

2． 4万人

(参考3）事業蓑及び貸与人員

く平成28年度予算＞＜平成29年度予算案＞

＜事業費＞ 無利子奨学金 3,222億円 →3,502億円（279億円増）

〔この他被災学生等分26億円〕

（有利子奨学金 7,686億円 →7，238億円（448億円減） ）

＜貸与人員＞無利子奨学金47万4千人 →51万9千人（4.4万人増）

〔この他被災学生等分4千人〕

（有利子奨学金84万4千人 →81万5千人（2.9万人減） ）

※計数は単位未満四捨五入

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上翰一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

木戸口英司氏（希望）

問想定16将来的には､全ての奨学金を給付型とする
ことを目指して､更なる財源確保に努めるべきである
と考えるが、大臣の見解如何。

(答）
1 ．今回の給付型奨学金は、経済的に進学を断念せざるを
得ない者の進学を後押しする観点から､住民税非課税世
帯であって、無利子奨学金よりも厳しい一定の学力・資
質基準を満たす者として､一学年当たり2万人を対象と
することとしています。

2．給付型奨学金については、まずは制度を当面安定的に
運用し、定着を図ることで進学の後押し効果を十分に発
揮することが重要であります。

3．貸与型奨学金と－体的に進めることにより、経済的に
困難な状況にある子供たちの進学を大きく後押しできる
ものと考えており、必要な財源を確保しつつ、 しっかり
と取り組んでまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯）



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

問1 今回の給付型奨学金制度の給付基準で「教科以外

の学校活動等で大変優れた成果を上げた者」とある

が、たとえば甲子園球児なども優れた成果を上げた者

として、有利になるのか。

(答）

1 ．各高校等においては、地域や生徒の実態に応じて教育

目標を設定しており、推薦する者についての選定基準に

ついては、各高校等の事情も踏まえて定めていただくこ

とが適切であると考えております。

2ご指摘の甲子園球児などスポーツで優れた成果を収め

た生徒は、ガイドラインで示す予定の学力・資質に関す

る要件のうち、

・教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、教科

に該当するものと想定されます。
－

3．具体的な基準については､今後示す予定のガイドライ

ンを踏まえ､各学校で定める取扱いとすることを考えてお

り、甲子園球児を含めスポーツや芸術活動等において優れ

た成果を上げた者の評価についても、その中で判断される

こととなります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■

1



厨蔽府蓼署刀
平成29年3月30B(水） 参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

…
1 ． 給付型奨学金制度は、

となるよう、婁生等の妻
に、貸与型奨学金以上仁

とから、学業に励まず学

学生等の努
に、貸与型奨学金以上に

刀か郭

力を促す観点が重要であるととも
謹明責任が間われ量ものであるこ

とから、学業に励まず学業成績が著しく不良となった者に

ついては返還を求めることができることとしています。
、

2． 「成績が著しく不良」の場合については、例えば、鍵隻
的な修業期間での卒業が困難となることが確定した場合
や、当該年度における修得単位が著しく少ない場合などを
想定しております。

3． なお、 「学業成績が著しく不良」となった場合にも、そ
一

ことから、返潭

を求めるかどうかの判断にあたっては、当_蓬臺』置圭L±全｣三
踏まえた上で、必要に応じて返還を求めるような運用が行
われることが重要であると考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上駒一(内繍)■■ (直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■

1
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府面肩蓼署刀
平成29年3月30日（木） 参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

F言~羅瞭薑禰垂z寺癒需認琶司
（答）

1 ．奨学金返還の延滞状況については、昨年度末時点におい
て、返還を要するもののうち3か月以上延滞している者の
割合は4． 2％塾延滞額の割合は3． 7％となっており、

この割合は近年、低下を続けています。

2． また、各大学における延滞者を出さないための取組につ
いては、奨学金制度の仕組みの理解や、奨学生としての自

覚を促すことを目的に、

①貸与開始時に実施する「採用時説明会」 、
②貸与中毎年度実施する「適格認定説明会」
③貸与終了前に実施する「返還説明会」 、
などが行われているものと承知しています。

、

3．具体的な指導内容としては、例えば前年度に貸与が終了

ソ】

を防止するための取組等が行われている事例があると承知

しています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■



厨天国
平成29年3月30日（木）参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

(答）
1 ． 日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生等か
らの返還金が次世代の学生等への奨学金の原資となって
おり、返還できる方からはしっかりと返還してもらう←
とが重要です。
1■■■■■■

2．一方で、様々な事情により、卒業後、奨学金の返還が
困難となった者に対しては、返還期限猶予制度等の救済
措置が用意されています。
■■■■■■■■■■■■

3． こうした仕組みについては日本学生支援機構が責任を
持って、各大学や高校等の協力も得つつ、周知。指導し
ていく必要があると考えています。

4． このため、各大学等に対しては、毎年、日本学生支援

機構から通知を発出し、奨学金の延滞防止等について学
生への指導等を行うよう依頼しております里

5．文部科学省及び日本学生支援機構としても、奨学金の
返還の促進及び救済制度の周知がしっかりと図られるよ
う、各大学等の取組を促してまいりたいと考えておりま
す。

1



0

（参考）

各年度の貸与終了者に占める次年度末時点での延滞3月以上の者の比率

■■（直通) ｜ (携帯)I

2

【担当課長】高等教育局学生・留学生課長井上諭一（内線）

平成22羊度

貸与終了者

平成23年度

貸
凸

与終丁者

平成24年度

貸与縦了者

平成25年度

貸与終了者

平成26年疫

貧･与終了者

貸与終丁看数 3月以上延海考数

６
■
●

、

1.8％ 1.7％ 1.6％ 1.6％ 1.4％ 463,071人 6,692人



厨天国
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

問1 1 奨学金の未返済率の学校別の情報を積極的に公開

すべきと考えるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ． 日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生等か

らの返還金が次世代の学生等への奨学金の原資となって

おり、返還できる方からはしっかりと返還してもらうこ

とが重要です。
－

2．返還金の回収率の更なる向上を図るためには、現在機

構が実施している回収の取組に加えて、各学校におい

て、学生等への貸与段階から返還意識を酒養することが

重要です。また、延滞に陥らないようにするためには、
■■■■■■■■■■■■■

学生に対して、返還が困難になった場合の救済の仕組み

についても、適切に周知されることが重要です。

3． このため、各学校にこれらの取組を促すことを目的と

して、学校毎の奨学金返還状況等の公表を行うことを検

討しております。
一

4このことにより、奨学金の返還を促進するとともに、

返還困難に陥った者が救済措置を適切に受けることがで

きるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■（直通)ロ ｜(携帯）

1



「詞面肩蓼署刀
平成29年3月30日（水） 参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

問1 3今後､給付型奨学金の対象者と給付額を拡大してい

く考えはあるか。

(答）

1 ．対象者については、その所得において、より経済的に厳
0■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

しい世帯の生徒の進学を後押しする観点から、現在の小中

高等学校で行われている給付型支援制度で基準として広く

用いられている、住民税非課税世帯を対象とすることとし

ております。

2．住民税非課税世帯の大学等進学者は6万人程度想定して

おりますが、そのうち、給付型奨学金を支給するのにふさ

わしい学生を対象にするという観点から、無利子奨学金よ

りも高い学力・資質基準を課すこととし、 2万人を対象と

しております。

3． また、給付額については、学生生活費の実態を踏まえ、

国公私立といった進学先や、 自宅・自宅外といった通学形

態の違い、また対象とならない世帯との公平性等を考盧の

上、 月額2万円から4万円と設定しております。

4．給付型奨学金と併せ、来年度より大幅に拡充する無利子

奨学金を活用いただくことにより、おおむね必要な学生生

活費を賄うことができると試算しております。

5．給付型奨学金制度については、まずは制度を当直I安定的
に運用し、定着を図ることで進学の後押し効果を十分に発

揮することが重要と考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯)I



厨天国
平成29年3月30B(木）参・文教科学委員会

松沢成文氏（無ク）

問14個人の意思により進学する大学などの高等教育で
は、学費の自己負担を原則としつつ、有利子奨学金を廃
止し、学業力堰秀な学生へは返還を免除する仕組みを取
り入れた無利子奨学金を拡大していくべきと考えるが、
大臣の見解如何。

富

1 ．高等教育段階の教育費負担軽減については、これを一

層軽減すべく、授業料減免や奨学金制度の充実を図って
いるところです。

2．奨学金については、 「
●

天I 1I
ア
ー ＝

■

J

■■

１
－

加速すべく取り組んでいるところであり、これに加え、

来年度から、経済的理由により進学を断念せざるを得な

い者の進学を後押しするため、給付型奨学金を倉ﾘ設する
ことといたしました。

3.学業が優秀な学生の返還を免除する仕組みは、大学院

において無利子奨学金の貸与者を対象に導入しておりま
すが、学部については、今回は「進学の後押し」を目的

に、入学後に免除が確定する返還免除ではなく、進学前

に給付を受けることが予見できる渡しきりの給付型制度
といたしました。

4．今後とも、教育費の家計負担の軽減策全体の中で、総

合的な観点から優先順位をつけながら、高等教育の経済
的負担軽減に取り組んでまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長井上諭一(内線)■■■(直通)-(携帯)■■■■■■

1
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